
６．国会等の移転の検討 

 

経緯 
 

１．昭和５２年１１月策定の「第三次全国総合開発計画」において、「２１世紀に向けて、・・・

東京における中枢管理機能集積の主因となり、東京一極集中の要因となってきた首都機能

の移転再配置を進めることが、国土総合開発政策上の重要な課題となるであろう。」とさ

れた。 

２．昭和６２年６月策定の「第四次全国総合開発計画（四全総）」において、「遷都問題

については、国民生活全体に大きな影響を及ぼし、国土政策の観点のみでは決定できない

面があるが、東京一極集中への基本的対応として重要と考えられる。そのため、政治・行

政機能と経済機能の相互関係の在り方を含め、国民的規模での議論を踏まえ、引き続き検

討する。」とされた。 

３．平成２年１月２３日、各界の有識者等の意見を求めることにより、首都機能移転問題

に関する国民的議論の動向の把握に資するため、国土庁に設置された「首都機能移転問題

に関する懇談会」を開催した（同懇談会は、平成４年６月までに計１３回開催）。 

４．平成２年１１月７日、「国土全般にわたって生じた歪を是正するための基本的対応策

として一極集中を排除し、さらに、二十一世紀にふさわしい政治・行政機能を確立するた

め、国会及び政府機能の移転を行うべきである。」とする「国会等の移転に関する決議」

が衆・参両院において決議された（参考１）。 

５．平成２年１２月４日、「国会等の移転に関する決議」を受けて、海部内閣総理大臣が

「首都機能移転問題を考える有識者会議」を開催することを決定し、同月１９日に第１回

の会合を開催した（同会議は、平成４年７月までに計１３回開催）。 

６．平成３年８月に召集された第１２１回臨時国会において、衆・参両院に「国会等の移

転に関する特別委員会」が設置された（同特別委員会は、平成１５年までほぼ毎国会ごと

に設置）。 

７．平成４年６月２２日、「首都機能移転問題に関する懇談会とりまとめ」が公表された。 

８．平成４年７月２１日、「首都機能移転問題を考える有識者会議とりまとめ」が公表さ

れた。「首都機能の移転は、２１世紀の我が国の政治、経済及び文化のあり方に大きな

影響を及ぼす「国家百年の大計」である。」「国民的合意を形成しつつ進めることが重

要である。」等とされた。 

９．平成４年１２月２４日、「国会等の移転に関する法律」が公布・施行された。 

10．平成５年４月２０日、国会等移転調査会の第１回会合が開催された。 

11．平成６年６月１０日、国会等移転調査会中間報告「明日の日本と新しい首都－首都機

能移転その意義と効果－」が羽田内閣総理大臣に報告され、同月１４日、羽田内閣総理大

臣から国会に報告された。 

12．平成６年１１月２４日、調査会の新都市部会において、「『新首都のビジョン』に関

する中間的とりまとめ」が公表され、１２月８日調査会に報告された。 



13．平成７年６月６日、国会等移転調査会第二次中間報告「明日の日本と新しい首都－首

都機能移転の範囲と手順・新首都の都市づくり－」が村山内閣総理大臣に報告され、同月

９日、村山内閣総理大臣から国会に報告された。 

14．平成７年１２月１３日、「国会等移転調査会報告」が村山内閣総理大臣に報告され、

同月１５日、村山内閣総理大臣から国会に報告された。 

15．平成８年６月２６日、「国会等の移転に関する法律の一部を改正する法律」が公布・

施行され、これに基づき、移転先候補地の選定等について調査審議する国会等移転審議会

が設置されることとなり、７月３１日に内閣官房副長官を長とする事務局が発足した（参

考２）。 

16．平成８年１２月１９日、国会等移転審議会の第１回会合が開催され、審議会は橋本内

閣総理大臣より国会等の移転先候補地の選定等について諮問を受けた。 

17．平成１１年１２月２０日、国会等移転審議会は国会等の移転先候補地の選定等につい

て小渕内閣総理大臣に答申を提出し、同答申は、同月２１日に、小渕内閣総理大臣から国

会に報告された（参考３）。 

18. 平成１２年５月１８日、衆議院国会等の移転に関する特別委員会において、2年を目途

に結論を得るとの「国会等の移転に関する決議」が決議された。 

19. 平成１４年７月２５日、衆議院国会等の移転に関する特別委員会理事会において、翌

年の本会議で移転の是非について決議を行うこと等の「委員会のあり方等についての要請

に関する申合せ」がなされた。 

20. 平成１４年７月２９日、与党三党首会談合意において「首都機能移転問題については、

社会、経済、国民意識等諸事情の変化を重く受け止め、次期通常国会において結論を得る

よう努力する。」とされた。 

21. 平成１４年７月３１日、参議院国会等の移転に関する特別委員会理事会において、早

急に結論を得るべく、各会派での意見集約に努めることとする旨、「本委員会の今後の

進め方についての申合せ」がなされた。 

22．平成１４年１０月１６日、衆議院調査局より「国会等の移転の規模及び形態等の見直

しに関する予備的調査についての報告書」が衆議院国会等の移転に関する特別委員会に報

告された。 

23．平成１５年５月２８日、衆議院国会等の移転に関する特別委員会において、「国会等

の移転に関する中間報告書」を採択し、翌日、本会議において中井委員長から中間報告が

なされた。また、６月１１日、参議院国会等の移転に関する特別委員会において、「国会

等の移転に関する調査報告（中間報告）」を採択し、６月１３日に本会議において松谷委

員長から中間報告がなされた。 

24．平成１５年６月１３日、与野党国対委員長会談において、国会等の移転に関する両院

での協議機関の設置が合意され、６月１６日に第１回「国会等の移転に関する政党間両院

協議会」が開催された。 

25. 平成１６年１２月２２日、衆議院及び参議院の議院運営委員長に対し国会等の移転に

関する政党間両院協議会両院座長より「座長とりまとめ」が報告された（参考４）。 

 



 

○審議会答申までの動き  

国会等の移転に関する主な経緯 
  
 

 

衆議院 国会等の移転に関する特別委員会 

Ｈ３．８  衆・参 国会等の移転に関する特別委員会 設置  

Ｈ４．１２ 国会等の移転に関する法律施行（議員立法） 

Ｈ５．４ 国会等移転調査会 設置(移転の対象の範囲,移転先の選定基準等について調査審議) (総理府に設置) 

Ｈ７．１２ 国会等移転調査会報告→内閣総理大臣から国会に報告 

Ｈ８．６ 国会等の移転に関する法律の一部改正施行（議員立法) 

参議院 国会等の移転に関する特別委員会 

Ｈ８．１２ 国会等移転審議会 設置 (国会等の移転先の候補地の選定等について調査審議) （総理府に設置) 

Ｈ１１．１２国会等移転審議会答申 →内閣総理大臣から国会に報告 

○ 答申後の国会の動き 

Ｈ１２．５．１８ 決議 

答申を踏まえ、移転先候補地の絞込みを行

い、2 年を目途にその結論を得る。 

Ｈ１５．５．２８ 中間報告 （5.29 本会議報告） 

過去１２年間にわたる議論を通じ、委員会の大半の

意見は「移転を実現すべし」とするものであった。 

最終段階における議論としては、直ちに国会等の

移転を決すべきとの意見もあったが、社会経済情勢の

変化を十分に踏まえ、移転の規模・形態等について、

さらに議論を続けるべきとの方向であり、特に、審議会

答申を基本とした上で、国会等を分散して移転すべき

との新たな発想が示された。 

両院の密接な連携の下に検討を進め結論を得られ

るよう要請する。 

Ｈ１５．６．１１ 中間報告 （6.13 本会議報告）  

直ちに移転すべきかどうかについては、議論が

収斂するには至らなかった。 

しかし、大地震等にさらされた場合、深刻な危機

を招来することになりかねないことから、本委員会と

しては、今日の経済財政情勢、国民の合意形成の

状況等を勘案し、防災対応機能、危機管理機能の

中枢を優先して移転させるとともに、その他の機能

についても、移転先を決定し、移転を実施すべきも

のと考える。 

引き続き、両院の密接な連携の下に議論を進め

ることが必要と考える。 

「国会の意思を問う方法」について検討を重ねてきたが、国会等の移転は、国と地方の新たな関係、防災、危

機管理のあり方など、密接に関連する諸問題に一定の解決の道筋が見えた後、大局的な観点から検討し、意思

決定を行うべきものであるとの意見が多くを占めた。 

当協議会としては、今後は、上記意思決定に向けた議論に資するため、政府その他の関係者の協力を得て、

分散移転や防災、とりわけ危機管理機能（いわゆるバックアップ機能）の中枢の優先移転などの考え方を深める

ための調査、検討を行うこととする。 

Ｈ１５．６．１６ 国会等の移転に関する政党間両院協議会 設置    （これまでに 15 回開催）        

Ｈ１６．１２．２２「座長とりまとめ」 →衆・参の議院運営委員長に報告  

※ 国会等の移転に関する特別委員会は、衆参とも第１５６回国会（Ｈ１５．７会期末）の後は設置されていない。 

・移転先候補地として、北東地域の「栃木・福島地域」又は東海地域の「岐阜・愛知地域」を選定する。 
・「三重・畿央地域」は、他の地域にない特徴を有しており、将来新たな高速交通網等が整備されることになれ

ば、移転先候補地となる可能性がある。 
※ 国会等移転審議会は現在も存在するが、委員はＨ１２年に任期が切れて以降空席となっている。 

※ 国会等の移転に関する政党間両院協議会は、H17．10．24 の第 15 回以降開催されていない。 

Ｈ２．１１ 国会等の移転に関する決議 （衆・参本会議で採択) 
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《参考２》

国会等の移転に関する法律(抜粋) (平成４年法律第109号 )

(平成８年法律第106号 )（改正）

前 文

（略）
このような状況にかんがみ、一極集中を排除し、多極分散型国土

の形成に資するとともに、地震等の大規模災害に対する脆弱性を克
　

服するため、世界都市としての東京都の整備に配慮しつつ、国会等
の東京圏外への移転の具体化について積極的に検討を進めること
は、我が国が新しい社会を建設するため、極めて緊要なことである。

（略）
ここに、国会等の移転を目指して、その具体化の推進のために積

極的な検討を行うべきことを明らかにし、そのための国の責務、基
本指針、移転先候補地の選定体制等について定めるため、この法律
を制定する。

第１章 総則

（国の責務）
第１条 国は、国会並びにその活動に関連する行政に関する機能及
び司法に関する機能のうち中枢的なもの（以下「国会等」とい
う。）の東京圏以外の地域への移転（以下「国会等の移転」とい
う。）の具体化に向けて積極的な検討を行う責務を有する。

第２章 基本方針

第３条 国は、国会等の移転について検討を行うに当たっては、広
く国民の意見を聴き、その合意形成を図るとともに、この章に定
めるところにより、広範かつ多角的にこれを行うものとする。

第３章 国会等移転審議会

（国会等移転審議会の設置）
第12条 内閣府に、国会等移転審議会（以下「審議会」という。）
を置く。

（所掌事務等）
第 13条 審議会は、内閣総理大臣の諮問に応じ、移転先の候補地
（以下「候補地」という。）の選定及びこれに関連する事項につ
いて調査審議する。

２ 内閣総理大臣は、前項の諮問に対する答申を受けたときは、こ
れを国会に報告するものとする。

第４章 移転に関する決定

第22条 審議会の答申が行われたときは、国民の合意形成の状況、
社会経済情勢の諸事情に配慮し、東京都との比較考量を通じて、
移転について検討されるものとする。

第23条 移転を決定する場合には、第13条第２項の規定による報告
を踏まえ、移転先について別に法律で定める。



【国会等移転審議会答申（平成11年12月20日）＜抜粋＞】
移転先候補地として、北東地域の「栃木・福島地域」又

は東海地域の「岐阜・愛知地域」を選定する。

「三重・畿央地域」は、他の地域にはない特徴を有して
おり、将来新たな高速交通網等が整備されることになれば、
移転先候補地となる可能性がある。
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